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COVID-19：最新税制優遇措置拡大  
 

最新情報 

インドネシア政府は、COVID-19 により影響を受ける納税者に対する税制上の優遇措置を

拡大した。財務省規則 No.44/PMK.03/2020 「MOF 規則第 44 号」の下で税制上の優遇措

置を受ける資格のない一部の納税者についても、財務規則 No.86/PMK.03/2020 「MOF

規則第 86 号」の下、税制上の優遇措置を享受できるようになる。MOF 規則第 44 号を取

り消す MOF 規則第 86 号が 2020 年 7 月 16 日に発効している。 

MOF規則第 86号に基づく優遇措置拡大の種類 

以前の税制上優遇措置に関する規則（すなわち MOF 規則第 44 号）からの変更点は以下

の通り。 

 

税制優遇措置の対象となる業種： 

 所得税第 21 条において、1189 の業種が現在、税制上の優遇措置を受ける権

利を与えられた(以前は MOF 規則第 44 号の下で 1,062 業種)。 

 所得税第 22 条において、インドネシア政府は税制優遇措置の対象となる業

種を 721 に拡大した(以前は MOF規則第 44号の下で 431業種)。 

 所得税第 25条において、インドネシア政府は税制優遇措置の対象となる業種を

1,013 に拡大した(以前は MOF規則第 44号の下で 846業種)。 

 付加価値税については、税制上の優遇措置が適用される業種を 716業種に拡大

した(以前は MOF規則第 44号の下で 431)。 

 

現在、税制上の優遇措置の対象となる追加の業種は、林業分野、大・小規模貿易 (小売)分野、

専門サービス分野、飲料水産業分野、国内海上輸送分野、青果物加工産業分野、金融サービ

ス分野、協同組合分野である。 

 

税制優遇措置の適用期間の延長： 

MOF 規制第 44 号の下、既に税制優遇措置（所得税第 21 条、所得税第 22 条、所得税第

25 条、付加価値税、中小企業向け最終課税）を享受している全ての納税者は、2020 年

12 月まで（以前は、2020 年 9 月まで）優遇措置を引き続き享受できる。MOF 規則第 86

号に基づき、通知を再提出する必要はない。 

 

税制上の優遇措置のための義務報告の簡素化： 

 所得税第 21 条の優遇措置の届出は現在、本社が提出できる（以前は、本社と支

店の両方にそれぞれ通知提出の義務があった）。 

 中小企業は現在、最終所得税の税制優遇措置を享受するために、実現報告書

(realization report)を提出するだけで足りる。（以前は、中小企業はステートメント

レターが必要であった）。 
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考慮すべき事項 

現在、殆どの納税者は当該税制優遇措置を享受できる可能性があり、

以下の手続きを検討すべきである。 

 

 税制上の優遇措置が受けられる業種コード ー  (Klasifikasi 

Lapangan Usaha/KLU) のリストに貴社が含まれているかど

うかを確認。 

 以前、MOF 規則第 44 号下で当該措置を利用する資格がなか

った場合には、MOF 規則第 86 号に基づく届出書を提出する

ことにより、当該措置の利用を申請。 

 

MOF 規則第 86 号には経過規定がある。政府による税制優遇措置の拡

充内容を十分に理解するためには、更なるアドバイスが必要かと思わ

る。MOF 規則第 86 号の下で提供される措置は、MOF 規則第 44 号の

下で提供される措置と類似しているため、MOF 規則第 44 号に関する

私どもの以前のニュースレターを参照されたい。 

 

*************** 

COVID-19に関係する情報については、ベーカーマッケンジーの「Beyond COVID-

19：Resilience、Recovery＆Renewal（リンク添付）」をご参照下さい。本サイトでは、

世界中で発生した COVID-19感染蔓延に関する法的問題について多様な情報を提供

しています。 
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